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流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託仕様書 

 

１  趣旨  

流山市の市指定記念物（史跡）である一茶双樹記念館の照明演出によ

る夜間観光の魅力向上により、夜間の流山本町地域への観光誘客を促進

することで、滞在型観光の一層の推進を図る。 

 

２  業務概要  

（１）業務名称   流山市一茶双樹記念館ライトアップ設置業務委託 

（２）業務場所   流山市流山６丁目６７０番地の１ 

（３）委託期間   契約締結日翌日から令和７年２月２８日まで 

（４）施設の概要 

  ア  施 設 名 称  一茶双樹記念館 

  イ  指 定 区 分  市指定記念物（史跡） 

  ウ  指 定 名 称  小林一茶寄寓の地 

  エ  指 定 年 月  平成２年１２月４日 

 

３  業務条件  

一茶双樹記念館ライトアップ設置業務における業務条件は次のとお

りとする。 

（１）一茶双樹記念館の正面入口付近を中心（庭園付近も設置可とする）

に、直接又は間接により照明演出すること。ただし、屋内には機材

を設置しないこと。 

（２）一茶双樹記念館の既設ライトアップ及び一茶双樹記念館の雰囲気

との調和を図ること。 

（３）国内外からの観光客の来訪動機となるとともに、来場者のＳＮＳ

等 で の 発 信 意 欲 の 喚 起 に つ な が る よ う 、 新 規 性 や 話 題 性 を 意 識 し

たデザイン（配色、調光の加減、光の演出方法等）とすること。 

（４）ライトアップデザインのテーマを策定し、一茶双樹記念館の雰囲

気との一体感を意識したデザインとすること。 

（５）ライトアップ機材の選定に当たり、次の点に留意すること。 

ア  ラ イ ト ア ッ プ 機 材 は 屋 外 に 常 設 す る も の か つ 毎 晩 点 灯 す る も

のであることから、耐久性に優れた機材を提案すること。 



 
 

2 
 

イ  費 用 面 に お け る 維 持 管 理 の 負 担 が 少 な い 機 材 を 提 案 す る こ と 。 

ウ  タ イ マ ー 機 能 の あ る 機 材 を 選 定 し 、 毎 晩 決 ま っ た 時 間 に 自 動

点灯・消灯ができるようにすること。 

  な お 、 自 動 点 灯 ・ 消 灯 用 の タ イ マ ー 設 定 に つ い て は 、 正 面 入

口付近と庭園付近で異なる時間を設定できるようにすること。 

エ  可 能 な 限 り 機 材 を 固 定 せ ず 、 設 置 場 所 を 移 動 で き る よ う に す

ること。 

（６）ライトアップ機材の操作に必要な機材及び設置機材の電源コード

は 、 人 目 に 付 か な い 場 所 に 設 置 す る こ と 。 ま た 、 ラ イ ト ア ッ プ 機

材 の 一 括 又 は 部 分 点 灯 ・ 消 灯 が 可 能 で あ る な ど 、 管 理 を 容 易 に 行

えるようにすること。 

（７）ライトアップ機材の点灯・消灯のための電源スイッチは、可能な

限 り 事 務 室 又 は 一 茶 庵 な ど 屋 内 の 一 か 所 に ま と め て 設 置 す る こ と 。 

（８）機材の点灯に必要な電源は一茶双樹記念館の既存電源を用いるこ

と（別添参照）。 

（９）照明のデザインにあたっては、委託者の意見を組み入れられるよ

う配慮すること。 

 

４  事業費  

（１）総事業費 ３，０００千円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

   なお、財源には「都市構造再編集中支援事業」に係る国庫補助金

を活用する。 

（２）次の事項は事業費に含むものとする（履行期間中に限る。）。 

ア  臨時電力使用の手続に要する経費 

イ  一 茶 双 樹 記 念 館 が 管 理 す る 電 力 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 、

同施設へ支払う臨時電力料金 

ウ  東 京 電 力 パ ワ ー グ リ ッ ド 株 式 会 社 か ら の 臨 時 電 力 を 使 用 す る

場合にあっては、同社へ支払う臨時電力料金 

エ  発 電 機 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 設 置 及 び 維 持 管 理 等

に要する経費 

オ  投 光 器 等 の 仮 設 物 の 設 置 及 び 撤 去 を 示 す 写 真 、 図 面 提 出 に 要

する経費 

カ  そ の 他 、 破 損 に 対 応 す る 保 険 な ど 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て
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必要となる経費 

 

５  業務実施報告  

 業 務 終 了 後 、 下 記 の も の を と り ま と め た 実 施 報 告 書 を 、 紙 媒 体 ２

部及び CD-R 等磁気媒体１部により提出すること。 

（１）照明器具の設置状況を示す図面 １枚  

（２）ライトアップの効果を示す写真 ６枚  

（３）照明器具の設置前及び設置後の状況を示す遠景写真 設置箇所に

おいてそれぞれ１枚 

（４）作業中の写真 設置箇所においてそれぞれ１枚 

 

６  管轄の合意  

   委託者及び受託者は、本契約またはこれに基づく個別契約に関し

紛 争 が 発 生 し た 場 合 は 、 委 託 者 の 所 在 地 が 管 轄 す る 地 方 裁 判 所 を

第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

７  その他  

（１）本業務において設置する機材等に関わる権利は、すべて委託者に

帰属するものとする。 

（２）受託者は本業務の実施の進捗状況を適宜報告し、委託者と調整を

図ること。 

（３）受託者は本業務の実施にあたり、不明な点や改善の必要があると

認められる場合は、委託者と協議すること。 

（４）受託者は本業務の実施にあたっては、関係法令を遵守すること。 


